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(事例６) 令和元年10月から同年12月までの間において新築等をした家屋又は増改築等をした部分
を居住の用に供した場合（特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合を除く。）
で、家屋の新築等又は増改築等に関し、補助金等の交付を受けるときや「住宅取得等資金の
贈与の特例」（「住宅取得等資金の贈与税の非課税」又は「住宅取得資金の贈与を受けた場合
の相続時精算課税選択の特例」）の適用があるとき 

 
【記載例６－１】新築等をした家屋に係る住宅借入金等について控除を受ける場合で、家屋の新築等

に関し補助金等の交付を受け、かつ、家屋の新築等が特別特定取得に該当するとき 
 

 
居住開始年月日：令和元年11月 30日 

家屋の取得対価の額  22,000,000円    土地等の取得対価の額  30,000,000円 
（うち、消費税額等   2,000,000円） 
家屋の共有持分       ２分の１     土地等の共有持分       ２分の１ 
家屋の総床面積     80.00㎡      土地等の総面積     100.00㎡ 

交付を受ける補助金等（すまい給付金）の金額  200,000円（令和元年12月 15日交付） 
（共有者が交付を受けるすまい給付金の金額   250,000円） 

 住宅借入金等の内訳          住宅及び土地等 
 年末残高(当初借入金額)        25,900,000円(26,000,000円) 

※１ 家屋及び土地等はすべて居住用、配偶者と共有 
※２ 工事の請負契約書の写し又は売買契約書の写し等から特別特定取得に該当 
※３ 家屋は認定住宅に該当しない 
※４ 交付を受けた補助金等は、すべて家屋のみに係るもの 

 
〔控除額計算明細書一面〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔控除額計算明細書一面〕 

〔控除額計算明細書二面〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ １１ ３０ 

２２ ０００ ０００ ３０ ０００ ０００ 

３０ ０００ ０００ ２１ ６００ ０００ 

８ ０ ００ １０ ０ ００ 

１０８００ ０００ １５ ０００ ０００ ２５ ８０００００ 

１５ ０００ ０００ 

２５９００ ０００ 

１０ ０ ００ 

１０ ０ ０ 

１ ２５ ８０ 

２０００ ０００ 

４ ００ ０００ 

１０８００ ０００ 

８ ０ ００ １０ ０ ００ 

２５ ８０００００ 

２５９００ ０００ 

２５ ８０００００ 

２５ ８０００００ 

設 例 

２５ ８０００００ 

１    ２ １    ２ 

（注）共有持分を有する家屋に関しすまい給

付金の交付を受ける場合には、実際に交

付を受けた金額ではなく、 

（交付を受けた金額）÷（家屋の共有持分） 

で計算した金額を記載する。 

〔例〕200,000 円 ÷ (１/２) ＝400,000 円 
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〔控除額計算明細書二面〕 

 
 

（注）１ 一面の「８（特定増改築等）住宅借入金等特別控除額」の「番号」欄には、二面の「住宅借

入金等特別控除の適用を受ける場合」の番号「１」を記載する。 

２ 申告書第二表の「特例適用条文等」欄に居住開始年月日を記載し、その末尾に（特別特定）と記

載する（例：令和元年11月 30日居住開始（特別特定））。 

 

  

２５，８００，０００ 

２５８，０ 


